
JP 5296264 B1 2013.9.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、
　前記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
 ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　前記発光層において発生する光の波長の温度係数は、２４３Ｋから３５３Ｋの間の何れ
かの温度において０となり、２４３Ｋにおける波長または３５３Ｋにおける波長の何れか
短い方と温度係数が０となる温度における波長との差が２ｎｍ以下である、窒化物半導体
発光素子。
【請求項２】
　発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、
　前記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
 ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　前記発光層において発生する光の波長の温度係数は２３３Ｋから３９３Ｋの間の何れか
の温度において０となり、２３３Ｋにおける波長または３９３Ｋにおける波長の何れか短
い方と温度係数が０となる温度における波長との差が５ｎｍ以下である、窒化物半導体発
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光素子。
【請求項３】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの平均値は、０．０８以上０．４０以
下である、請求項１または２のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
　前記複数のピークのうち隣り合う２つのピークの間の領域のＩｎ組成比ｘの最小値と、
前記隣り合う２つのピークのうちＩｎ組成比ｘの値が大きい方の値とのＩｎ組成比ｘの差
は０．００５以上０．０４以下である、請求項１から３のいずれかに記載の窒化物半導体
発光素子。
【請求項５】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さは７ｎｍ以上である、請求項１から４のいずれかに記
載の窒化物半導体発光素子。
【請求項６】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記窒化物半導体発光素子の動作電流値をＩ、
前記窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌ
ｌ、前記動作電流値Ｉを前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割った値を電流密度Ｊ［Ａ／ｃｍ2］と
した場合、Ｗは７ｎｍ以上であり、かつ、以下の関係式を満足する状態で動作される、請
求項１から５のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子。
【数２７】

【請求項７】
　発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、
　前記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
 ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　前記発光層において発生する光の波長の温度係数の絶対値は０．０３以下である、窒化
物半導体発光素子。
【請求項８】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記窒化物半導体発光素子の動作電流値をＩ、
前記窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌ
ｌ、前記動作電流値Ｉを前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割った値を電流密度Ｊ［Ａ／ｃｍ2］と
した場合、Ｗは７ｎｍ以上であり、かつ、以下の関係式を満足する状態で動作される、請
求項１から５のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子。

【数２８】

【請求項９】
　発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、
　前記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
 ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　前記発光層において発生する光の波長の温度係数は負の値である、窒化物半導体発光素
子。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子を複数備え、
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　前記複数の窒化物半導体発光素子は並列に接続され、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、並列接続された前記複数の窒化物半導体発光素
子の全体の動作電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、前記複数の窒化物半導体発光素子のそれぞれを
上面視した場合の前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積の総和をＳ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌ、
前記Ｉ＿ｔｏｔａｌを前記Ｓ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌで割った値を電流密度Ｊ＿ｔｏｔａ
ｌ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、
　前記複数の窒化物半導体発光素子における前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さＷは等しく
、かつ、Ｗは７ｎｍ以上であり、
　以下の関係式を満足する状態で動作される、ＬＥＤシステム。
【数２９】

【請求項１１】
　請求項１から７のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子をＮ個（Ｎは２以上の整数）
備え、
　前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子は並列に接続され、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子を上面視した
場合のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積Ｓ＿ｗｅｌｌ、並列接続された前記Ｎ個の窒化物半導
体発光素子の全体の動作電流値Ｉ＿ｔｏｔａｌとした場合、
　前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子の前記厚さＷおよび前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌは等しく、
かつ、Ｗは７ｎｍ以上であり、
　以下の関係式を満足する状態で動作される、ＬＥＤシステム。

【数３０】

【請求項１２】
　１または複数の窒化物半導体発光素子を備えたＬＥＤシステムであって、
　前記窒化物半導体発光素子は、発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、
　前記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
 ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　前記発光層において発生する光の波長の温度係数は２４３Ｋから３５３Ｋの間の何れか
の温度において０となり、２４３Ｋにおける波長または３５３Ｋにおける波長の何れか短
い方と温度係数が０となる温度における波長との差が２ｎｍ以下となる電流を前記１また
は複数の窒化物半導体発光素子に供給する電流供給部を有する、ＬＥＤシステム。
【請求項１３】
　１または複数の窒化物半導体発光素子を備えたＬＥＤシステムであって、
　前記窒化物半導体発光素子は、発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、
　前記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
 ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　前記発光層において発生する光の波長の温度係数は２３３Ｋから３９３Ｋの間の何れか
の温度において０となり、２３３Ｋにおける波長または３９３Ｋにおける波長の何れか短
い方と温度係数が０となる温度における波長との差が５ｎｍ以下となる電流を前記１また
は複数の窒化物半導体発光素子に供給する電流供給部を有する、ＬＥＤシステム。
【請求項１４】
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　第１の発光層を有する１または複数の第１の窒化物半導体発光素子と第２の発光層を有
する１または複数の第２の窒化物半導体発光素子とを備えたＬＥＤシステムであって、
　前記第１の発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ
　ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、
　前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、
　３２０Ｋ以上４５３Ｋ以下の温度範囲において、前記第１の発光層において発生する光
の波長の温度係数は負となり、前記第２の発光層において発生する光の波長の温度係数は
正となる、ＬＥＤシステム。
【請求項１５】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記第１の窒化物半導体発光素子の動作電流値
をＩ、前記第１の窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積
をＳ＿ｗｅｌｌ、前記動作電流値Ｉを前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割った値を電流密度Ｊ［Ａ
／ｃｍ2］とした場合、Ｗは７ｎｍ以上であり、かつ、以下の関係式を満足する状態で動
作される、請求項１４に記載のＬＥＤシステム。
【数３１】

【請求項１６】
　前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光と前記１または複数の第２の
窒化物半導体発光素子からの光とを合成した合成光の前記所定の温度範囲における中心波
長の最大値と最小値との差は５ｎｍ以内である、請求項１４または１５に記載のＬＥＤシ
ステム。
【請求項１７】
　前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光の全光量と前記１または複数
の第２の窒化物半導体発光素子からの光の全光量とがほぼ等しい、請求項１４から１６の
何れかに記載のＬＥＤシステム。
【請求項１８】
　前記ＬＥＤシステムは、前記第１の窒化物半導体発光素子を複数有し、
　前記複数の第１の窒化物半導体発光素子は直列接続されており、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記直列接続された複数の第１の窒化物半導体
発光素子に流す電流の電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、前記第１の窒化物半導体発光素子を上面
視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌとした場合、Ｗは８ｎｍ以上で
あり、かつ、以下の関係式を満足する状態で動作される、請求項１４から１７のいずれか
に記載のＬＥＤシステム。

【数３２】

【請求項１９】
　前記ＬＥＤシステムは、前記第１の窒化物半導体発光素子を複数有し、
　前記複数の第１の窒化物半導体発光素子は並列接続されており、
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記並列接続された複数の第１の窒化物半導体
発光素子に流す電流の電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、前記第１の窒化物半導体発光素子を上面
視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌとした場合、Ｗは８ｎｍ以上で
あり、かつ、以下の関係式を満足する状態で動作される、請求項１４から１７のいずれか
に記載のＬＥＤシステム。
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【数３３】

【請求項２０】
　前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光と前記１または複数の第２の
窒化物半導体発光素子からの光とを合成した合成光の２４３Ｋから３５３Ｋの温度範囲に
おける中心波長の最大値と最小値との差は２ｎｍ以下である、請求項１４から１９の何れ
かに記載のＬＥＤシステム。
【請求項２１】
　前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光と前記１または複数の第２の
窒化物半導体発光素子からの光とを合成した合成光の２３３Ｋから３９３Ｋの温度範囲に
おける中心波長の最大値と最小値との差は５ｎｍ以下である、請求項１４から１９の何れ
かに記載のＬＥＤシステム。
【請求項２２】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの平均値は、０．０８以上０．４０以
下である、請求項１４から２１のいずれかに記載のＬＥＤシステム。
【請求項２３】
　前記複数のピークのうち隣り合う２つのピークの間の領域のＩｎ組成比ｘの最小値と、
前記隣り合う２つのピークのうちＩｎ組成比ｘの値が大きい方の値とのＩｎ組成比ｘの差
は０．００５以上０．０４以下である、請求項１４から２２の何れかに記載のＬＥＤシス
テム。
【請求項２４】
　前記第１の窒化物半導体発光素子は、前記第１の発光層の主面側および裏面側のそれぞ
れに設けられたｐ型層およびｎ型層をさらに備え、
　前記複数のピークは３つ以上あり、前記３つ以上のピークのＩｎ組成比ｘの値は、前記
ｐ型層から前記ｎ型層の方向に向かって小さくなっている、または大きくなっている請求
項１４から２３の何れかに記載のＬＥＤシステム。
【請求項２５】
　前記第１の窒化物半導体発光素子は、前記第１の発光層の主面側および裏面側のそれぞ
れに設けられたｐ型層およびｎ型層をさらに備え、
　前記複数のピークは４つ以上あり、前記４つ以上のピークのＩｎ組成比ｘの値は、前記
ｐ型層から前記ｎ型層の方向に向かってＶ字型または逆Ｖ字型になっている請求項１４か
ら２３の何れかに記載のＬＥＤシステム。
【請求項２６】
　前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さは７ｎｍ以上である、請求項１４から２５の何れかに
記載のＬＥＤシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、窒化物半導体発光素子、および複数の窒化物半導体発光素子を備えるＬＥＤシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｖ族元素として窒素（Ｎ）を含む窒化物半導体は、そのバンドギャップの大きさから、
短波長発光素子の材料として有望視されている。そのなかでも、窒化ガリウム系化合物半
導体の研究が盛んに行われており、窒化ガリウム系化合物半導体を用いた青色発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）、緑色ＬＥＤ、および青色半導体レーザも実用化されている。
【０００３】
　窒化物半導体には、ガリウム（Ｇａ）の一部または全部を、アルミニウム（Ａｌ）およ
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びインジウム（Ｉｎ）の少なくとも一方で置換した化合物半導体が含まれる。このような
窒化物半導体は、組成式ＡｌxＧａyＩｎzＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１、ｘ＋ｙ＋ｚ＝１）で
表される。以下、窒化ガリウム系化合物半導体を窒化物半導体と呼ぶ。
【０００４】
　ＧａをＡｌやＩｎで置換することによって、バンドギャップをＧａＮのバンドギャップ
よりも大きくすることも小さくすることも可能である。これにより、青色や緑色などの短
波長の光のみならず、オレンジ色や赤色の光を発光させることも可能となる。このような
特徴から、窒化物半導体発光素子は、画像表示装置や照明装置へ応用することも期待され
ている。
【０００５】
　窒化物半導体はウルツ鉱型結晶構造を有している。図１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、ウ
ルツ鉱型結晶構造の面を４指数表記（六方晶指数）で示している。４指数表記では、ａ１
、ａ２、ａ３およびｃで示される基本ベクトルを用いて結晶面や方位が表される。基本ベ
クトルｃは、［０００１］方向に延びており、この方向の軸は「ｃ軸」と呼ばれる。ｃ軸
に垂直な面（ｐｌａｎｅ）は「ｃ面」または「（０００１）面」と呼ばれている。図１（
ａ）には、ｃ面の他、ａ面、ｍ面が図示されている。また、図１（ｂ）には、ｒ面が図示
され、図１（ｃ）には、（１１―２２）面が図示されている。
【０００６】
　図２（ａ）は、窒化物半導体の結晶構造を棒球モデルで示している。図２（ｂ）は、ｍ
面表面付近の原子配列を、ａ軸方向から観察したものである。ｍ面は、図２（ｂ）の紙面
に垂直である。図２（ｃ）は、＋ｃ面表面の原子配列を、ｍ軸方向から観察したものであ
る。ｃ面は、図２（ｃ）の紙面に垂直である。図２（ｂ）からわかるように、ｍ面に平行
な平面上にＮ原子およびＧａ原子が位置している。これに対して、ｃ面では、図２（ｃ）
からわかるように、Ｇａ原子のみが配置される層と、Ｎ原子のみが配置される層とが形成
される。
【０００７】
　従来、窒化物半導体を用いて半導体素子を作製する場合、窒化物半導体結晶を成長させ
る基板として、ｃ面基板すなわち（０００１）面を主面に有する基板が使用される。この
場合、Ｇａ原子およびＮ原子の配置に起因して、窒化物半導体にはｃ軸方向に自発的な分
極（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ）が形成される。このため、「ｃ
面」は「極性面」とも呼ばれている。分極の結果、窒化物半導体発光素子の発光層におけ
るＩｎＧａＮの量子井戸には、ｃ軸方向に沿ってピエゾ電界が発生する。この電界により
、発光層内における電子およびホールの分布に位置ずれが生じるため、キャリアの量子閉
じ込めシュタルク効果により、発光層の内部量子効率が低下することが問題であった。発
光層の内部量子効率が低下することを抑制するため、（０００１）面に形成される発光層
の厚さは、３ｎｍ以下に設計されている。
【０００８】
　さらに近年、非極性面と呼ばれるｍ面やａ面、あるいは半極性面と呼ばれる－ｒ面や（
１１－２２）面を表面に有する基板を使用して、発光素子を製造することが検討されてい
る。図１に示すように、ウルツ鉱型結晶構造におけるｍ面はｃ軸に平行であり、ｃ面と直
交する６つの等価な面である。例えば、図１において［１－１００］方向に垂直な（１－
１００）面がｍ面に該当する。（１－１００）面と等価な他のｍ面には、（－１０１０）
面、（１０－１０）面、（－１１００）面、（０１－１０）面、（０－１１０）面がある
。ここで、ミラー指数を表すカッコ内の数字の左に付された「－」は、「バー」を意味す
る。
【０００９】
　ｍ面においては、図２（ｂ）に示されるように、Ｇａ原子およびＮ原子は同一原子面上
に存在するため、ｍ面に垂直な方向に分極は発生しない。そのため、ｍ面上に形成した半
導体積層構造を用いて発光素子を作製すれば、発光層にピエゾ電界が発生せず、キャリア
の量子閉じ込めシュタルク効果による内部量子効率の低下という課題を解決することがで
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きる。このことは、ｍ面以外の非極性面であるａ面でも同様であり、また、半極性面と呼
ばれる－ｒ面や（１１－２２）面でも類似の効果を得ることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－２５３１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　半導体のバンドギャップは、温度が上昇すると小さくなる（Ｖａｒｓｈｎｉ　Ｅｆｆｅ
ｃｔ）ことが知られている。窒化物半導体発光素子の温度が上昇すると、窒化物半導体発
光素子内の発光層のバンドギャップが小さくなるため、発光層において生じる光の波長が
長くなる。
【００１２】
　本開示の実施形態によれば、温度が変化した場合の波長の変化が抑制されたｍ面窒化物
半導体発光素子、および、温度が上昇した場合に光が短波長化するｍ面窒化物半導体発光
素子を提供することができる。
【００１３】
　本開示の他の実施形態によれば、ｍ面窒化物半導体発光素子を有するシステムにおいて
、温度が変化した場合の波長の変化を抑制することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本開示の窒化物半導体発光素子は、発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、前
記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、前記Ｉｎx

Ｇａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ　ｐｒｏｆ
ｉｌｅ）は複数のピークを有しており、前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組
成比ｘの値は異なっている。
【００１５】
　本開示のＬＥＤシステムは、第１の発光層を有する１または複数の第１の窒化物半導体
発光素子と第２の発光層を有する１または複数の第２の窒化物半導体発光素子とを備えた
ＬＥＤシステムであって、前記第１の発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層
（０＜ｘ≦１）を含み、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロ
ファイル（ｄｅｐｔｈ　ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、前記複数のピー
クのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、所定の温度範囲において、
前記第１の発光層において発生する光の波長の温度係数は負となり、前記第２の発光層に
おいて発生する光の波長の温度係数は正となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本開示の実施形態によると、波長の温度係数が０に近い、または負である窒化物半導体
発光素子を実現することができる。また、本開示の他の実施形態によると、温度が変化し
ても波長の変化の少ないシステムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】（ａ）から（ｃ）は、ウルツ鉱型結晶構造を示す図
【図２】（ａ）から（ｃ）は、窒化物半導体の結晶構造を棒球モデルで示した図
【図３】（ａ）、（ｂ）は、井戸層の深さ方向のＩｎ組成比、およびエネルギーを示す図
【図４】（ａ）から（ｃ）は、温度が変化しても発光波長が維持されるメカニズムを示す
図
【図５】（ａ）、（ｂ）は、実施形態１の窒化物半導体発光素子（フリップチップ）の構
造を示す図
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【図６】（ａ）、（ｂ）は、実施形態１の窒化物半導体発光素子（ワイヤボンディング）
の構造を示す図
【図７】実施形態２のＬＥＤシステムを示す図
【図８】（ａ）、（ｂ）は、実施形態４におけるＬＥＤシステムを示す図
【図９】（ａ）、（ｂ）は、実施形態５におけるＬＥＤシステムを示す図
【図１０】実施例１におけるＩｎＧａＮ井戸層のフォトルミネッセンス測定の温度特性を
示す図
【図１１】実施例１におけるＭ面ＧａＮ基板上に作製した厚さ９ｎｍのＩｎＧａＮ井戸層
のＩｎ組成比の測定結果を示す図
【図１２】実施例２におけるＬＥＤの電流密度と発光波長の温度係数を示す図
【図１３】実施例２におけるＬＥＤのＩｎＧａＮ井戸幅と発光波長の温度係数が０または
負となる電流密度の関係を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　窒化物半導体であるＧａＮのバンドギャップの温度依存性は、（式１）で近似される。
【数１】

ここでＴ［Ｋ］はＧａＮの温度（絶対温度）である。また、発光波長は（式２）で与えら
れる。

【数２】

【００１９】
　温度が２１３Ｋ（－６０℃）から４７３Ｋ（２００℃）程度の範囲では、ＧａＮの温度
（横軸）と発光波長（縦軸）はほぼ線形の関係にあり、温度が１Ｋ上昇するごとに、発光
波長が０．０５ｎｍ程度長くなる。波長の温度特性の傾きを「波長の温度係数」と称する
とすると、波長の温度係数は、ＧａＮでは＋０．０５［ｎｍ／Ｋ］程度である。波長の温
度係数は材料に依存しており、２９８Ｋ（２５℃）における発光波長が４５０ｎｍ程度の
ＩｎＧａＮでは、波長の温度係数は＋０．０６［ｎｍ／Ｋ］程度である。
【００２０】
　一般的に、温度が上昇することによって窒化物半導体を構成する結晶の原子間距離が長
くなるため、バンドギャップが小さくなり、発光波長は長くなる。従来の窒化物半導体で
は、温度係数は常に正であった。
【００２１】
　ＬＥＤを屋内でプロジェクター光源やＬＣＤのバックライト等に使用する場合には、例
えば、２４３Ｋ（－３０℃）から３５３Ｋ（８０℃）の環境温度において、温度変化に伴
う波長変化量は２ｎｍ以下にすることが求められる。また、ＬＥＤを屋外で街路灯や自動
車のヘッドランプ等に使用する場合には、例えば、２３３Ｋ（－４０℃）から３９３Ｋ（
１２０℃）の環境温度において、温度変化に伴う波長変化量は５ｎｍ以下にすることが求
められる。さらに、大電流、大発光量の場合などは、その環境温度として、２３３Ｋ（－
４０℃）程度から４５３Ｋ（１８０℃）程度が要求される。ＬＥＤをこの温度範囲で使用
すると、低温時と高温時で発光波長が１０ｎｍ以上も異なってしまう。
【００２２】
　本発明者らは、波長の温度係数および温度変化に伴う波長変化を制御するため、発光層
であるＩｎＧａＮ井戸層の構成について注目した。ＬＥＤの動作範囲を２３３Ｋ（－４０
℃）程度から４５３Ｋ（１８０℃）程度とした場合、（式１）から、バンドギャップは１
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００ｍｅＶ程度低下する。従来のＩｎＧａＮ井戸層では、伝導帯の底と価電子帯の上で決
まるエネルギー差が最も小さくなる状態、すなわちバンドギャップに対応する電子－正孔
ペアが優先的に光を発するため、温度の上昇に伴い、発光波長は長くなる。
【００２３】
　そこで、本発明者らは、熱によって電子・正孔を高いエネルギー状態に励起し、高いエ
ネルギー状態のまま発光させることで、温度係数を小さくするＩｎＧａＮ井戸構造および
温度係数が負のＩｎＧａＮ井戸構造を発明した。
【００２４】
　具体的には、ＬＥＤを４５３Ｋ（１８０℃）に加熱した場合、その熱励起による活性化
エネルギーは４０ｍｅＶ程度に達する。この活性化エネルギーを電子および正孔に独立に
与えることで電子－正孔ペアとして８０ｍｅＶ程度、エネルギー状態を高めたまま発光さ
せる。窒化物半導体のバンドギャップは４５３Ｋ（１８０℃）において１００ｍｅＶ程度
低下するため、熱励起による電子・正孔の活性化が発光波長の変化を補償することになる
。
【００２５】
　従来のＩｎＧａＮ発光層では、発光層の電子－正孔ペアはバンドギャップが最も小さな
箇所で優先的に光るため、熱によって電子・正孔を高いエネルギー状態に励起したとして
も、バンドギャップで決まる発光波長でしか素子は発光しない。例えば、特許文献１には
、主面が（０００１）面に対して傾斜した面では膜厚方向のＩｎ組成比のばらつきが発生
することが記載されている。しかしながら、ＩｎＧａＮ井戸層の膜厚は６ｎｍと薄く、さ
らに、波長の温度係数との関係が不明瞭であった。そこで、本発明者らはＩｎＧａＮ井戸
層の構造に関して鋭意、検討を行い、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さ方向にＩｎ組成比が波型に
変動する新しい構造を実現した。
【００２６】
　本開示の窒化物半導体発光素子は、発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、前
記発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、前記Ｉｎx

Ｇａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ　ｐｒｏｆ
ｉｌｅ）は複数のピークを有しており、前記複数のピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組
成比ｘの値は異なっている。
【００２７】
　ある実施形態において、前記発光層において発生する光の波長の温度係数は、２４３Ｋ
から３５３Ｋの間の何れかの温度において０となり、２４３Ｋにおける波長または３５３
Ｋにおける波長の何れか短い方と温度係数が０となる温度における波長との差が２ｎｍ以
下である。
【００２８】
　ある実施形態において、前記発光層において発生する光の波長の温度係数は２３３Ｋか
ら３９３Ｋの間の何れかの温度において０となり、２３３Ｋにおける波長または３９３Ｋ
における波長の何れか短い方と温度係数が０となる温度における波長との差が５ｎｍ以下
である。
【００２９】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの平均値は、
０．０８以上０．４０以下である。
【００３０】
　ある実施形態において、前記複数のピークのうち隣り合う２つのピークの間の領域のＩ
ｎ組成比ｘの最小値と、前記隣り合う２つのピークのうちＩｎ組成比ｘの値が大きい方の
値とのＩｎ組成比ｘの差は０．００５以上０．０４以下である。
【００３１】
　ある実施形態において、前記発光層の主面側および裏面側のそれぞれに設けられたｐ型
層およびｎ型層をさらに備え、前記複数のピークは３つ以上あり、前記３つ以上のピーク
のＩｎ組成比ｘの値は、前記ｐ型層から前記ｎ型層の方向に向かって小さくなっている、
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または大きくなっている。
【００３２】
　ある実施形態において、前記発光層の主面側および裏面側のそれぞれに設けられたｐ型
層およびｎ型層をさらに備え、前記複数のピークは４つ以上あり、前記４つ以上のピーク
のＩｎ組成比Ｘの値は、前記ｐ型層から前記ｎ型層の方向に向かってＶ字型または逆Ｖ字
型になっている。
【００３３】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さは７ｎｍ以上である。
【００３４】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記窒化物半導体発光
素子の動作電流値をＩ、前記窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井
戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌ、前記動作電流値Ｉを前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割った値を電流
密度Ｊ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、Ｗは７ｎｍ以上であり、かつ、以下の関係式を満足す
る状態で動作される。

【数３】

【００３５】
　ある実施形態において、前記発光層において発生する光の波長の温度係数の絶対値は０
．０３以下である。
【００３６】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記窒化物半導体発光
素子の動作電流値をＩ、前記窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎxＧａ1-xＮ井
戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌ、前記動作電流値Ｉを前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割った値を電流
密度Ｊ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、Ｗは７ｎｍ以上であり、かつ、以下の関係式を満足す
る状態で動作される。
【数４】

【００３７】
　ある実施形態において、前記発光層において発生する光の波長の温度係数は負の値であ
る。
【００３８】
　本開示のＬＥＤシステムは、上記いずれかの窒化物半導体発光素子を複数備え、前記複
数の窒化物半導体発光素子は並列に接続され、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、並
列接続された前記複数の窒化物半導体発光素子の全体の動作電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、前
記複数の窒化物半導体発光素子のそれぞれを上面視した場合の前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層
の面積の総和をＳ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌ、前記Ｉ＿ｔｏｔａｌを前記Ｓ＿ｗｅｌｌ＿ｔ
ｏｔａｌで割った値を電流密度Ｊ＿ｔｏｔａｌ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、前記複数の窒
化物半導体発光素子における前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さＷは等しく、かつ、Ｗは７
ｎｍ以上であり、以下の関係式を満足する状態で動作される。
【数５】

【００３９】
　本開示の他のＬＥＤシステムは、上記いずれかの窒化物半導体発光素子をＮ個（Ｎは２
以上の整数）備え、前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子は並列に接続され、前記ＩｎxＧａ1

-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎxＧａ1

-xＮ井戸層の面積Ｓ＿ｗｅｌｌ、並列接続された前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子の全体
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の動作電流値Ｉ＿ｔｏｔａｌとした場合、前記Ｎ個の窒化物半導体発光素子の前記厚さＷ
および前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌは等しく、かつ、Ｗは７ｎｍ以上であり、以下の関係式を満
足する状態で動作される。
【数６】

【００４０】
　本開示の他のＬＥＤシステムは、上記いずれかの１または複数の窒化物半導体発光素子
を備え、前記発光層において発生する光の波長の温度係数は２４３Ｋから３５３Ｋの間の
何れかの温度において０となり、２４３Ｋにおける波長または３５３Ｋにおける波長の何
れか短い方と温度係数が０となる温度における波長との差が２ｎｍ以下となる電流を前記
１または複数の窒化物半導体発光素子に供給する電流供給部を有する。
【００４１】
　本開示の他のＬＥＤシステムは、上記いずれかの１または複数の窒化物半導体発光素子
を備え、前記発光層において発生する光の波長の温度係数は２３３Ｋから３９３Ｋの間の
何れかの温度において０となり、２３３Ｋにおける波長または３９３Ｋにおける波長の何
れか短い方と温度係数が０となる温度における波長との差が５ｎｍ以下となる電流を前記
１または複数の窒化物半導体発光素子に供給する電流供給部を有する。
【００４２】
　本開示の他のＬＥＤシステムは、第１の発光層を有する１または複数の第１の窒化物半
導体発光素子と第２の発光層を有する１または複数の第２の窒化物半導体発光素子とを備
えたＬＥＤシステムであって、前記第１の発光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井
戸層（０＜ｘ≦１）を含み、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向
プロファイル（ｄｅｐｔｈ　ｐｒｏｆｉｌｅ）は複数のピークを有しており、前記複数の
ピークのそれぞれにおける前記Ｉｎ組成比ｘの値は異なっており、所定の温度範囲におい
て、前記第１の発光層において発生する光の波長の温度係数は負となり、前記第２の発光
層において発生する光の波長の温度係数は正となる。
【００４３】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記第１の窒化物半導
体発光素子の動作電流値をＩ、前記第１の窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎ

xＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌ、前記動作電流値Ｉを前記面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割
った値を電流密度Ｊ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、Ｗは７ｎｍ以上であり、かつ、以下の関
係式を満足する状態で動作される。
【数７】

      
【００４４】
　ある実施形態において、前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光と前
記１または複数の第２の窒化物半導体発光素子からの光とを合成した合成光の前記所定の
温度範囲における中心波長の最大値と最小値との差は５ｎｍ以内である。
【００４５】
　ある実施形態において、前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光の全
光量と前記１または複数の第２の窒化物半導体発光素子からの光の全光量とがほぼ等しい
。
【００４６】
　ある実施形態において、前記ＬＥＤシステムは、前記第１の窒化物半導体発光素子を複
数有し、前記複数の第１の窒化物半導体発光素子は直列接続されており、前記ＩｎxＧａ1

-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記直列接続された複数の第１の窒化物半導体発光素子に流す電
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流の電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、前記第１の窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎ

xＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌとした場合、Ｗは８ｎｍ以上であり、かつ、以下
の関係式を満足する状態で動作される。
【数８】

【００４７】
　ある実施形態において、前記ＬＥＤシステムは、前記第１の窒化物半導体発光素子を複
数有し、前記複数の第１の窒化物半導体発光素子は並列接続されており、前記ＩｎxＧａ1

-xＮ井戸層の厚さをＷ、前記並列接続された複数の第１の窒化物半導体発光素子に流す電
流の電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、前記第１の窒化物半導体発光素子を上面視した場合のＩｎ

xＧａ1-xＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌとした場合、Ｗは８ｎｍ以上であり、かつ、以下
の関係式を満足する状態で動作される。
【数９】

【００４８】
　ある実施形態において、前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光と前
記１または複数の第２の窒化物半導体発光素子からの光とを合成した合成光の２４３Ｋか
ら３５３Ｋの温度範囲における中心波長の最大値と最小値との差は２ｎｍ以下である。
【００４９】
　ある実施形態において、前記１または複数の第１の窒化物半導体発光素子からの光と前
記１または複数の第２の窒化物半導体発光素子からの光とを合成した合成光の２３３Ｋか
ら３９３Ｋの温度範囲における中心波長の最大値と最小値との差は５ｎｍ以下である。
【００５０】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組成比ｘの平均値は、
０．０８以上０．４０以下である。
【００５１】
　ある実施形態において、前記複数のピークのうち隣り合う２つのピークの間の領域のＩ
ｎ組成比ｘの最小値と、前記隣り合う２つのピークのうちＩｎ組成比ｘの値が大きい方の
値とのＩｎ組成比ｘの差は０．００５以上０．０４以下である。
【００５２】
　ある実施形態において、前記第１の窒化物半導体発光素子は、前記第１の発光層の主面
側および裏面側のそれぞれに設けられたｐ型層およびｎ型層をさらに備え、前記複数のピ
ークは３つ以上あり、前記３つ以上のピークのＩｎ組成比ｘの値は、前記ｐ型層から前記
ｎ型層の方向に向かって小さくなっている、または大きくなっている。
【００５３】
　ある実施形態において、前記第１の窒化物半導体発光素子は、前記第１の発光層の主面
側および裏面側のそれぞれに設けられたｐ型層およびｎ型層をさらに備え、前記複数のピ
ークは４つ以上あり、前記４つ以上のピークのＩｎ組成比ｘの値は、前記ｐ型層から前記
ｎ型層の方向に向かってＶ字型または逆Ｖ字型になっている。
【００５４】
　ある実施形態において、前記ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層の厚さは７ｎｍ以上である。
【００５５】
　ある実施形態において、前記所定の温度範囲は、３２０Ｋ以上４５３Ｋ以下の範囲であ
る。
【００５６】
　以下、実施形態１、２として波長の温度係数を０に近づける方法を説明し、また、実施
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形態３として、波長の温度係数を負にする方法を説明する。また、実施形態４、５として
、複数の窒化物半導体発光素子を有するＬＥＤシステムを説明する。
【００５７】
（実施形態１）
　図を参照しながら、本開示による窒化物半導体発光素子の第１の実施形態を説明する。
【００５８】
　まず、ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）について図３を用いて説明する。図３（ａ
）は、特許文献１に開示された従来の窒化物半導体発光素子におけるＩｎＧａＮ井戸層の
Ｉｎ組成比のプロファイルとエネルギーを示した図である。図３（ｂ）は、本実施形態の
窒化物半導体発光素子におけるＩｎＧａＮ井戸層のＩｎ組成比のプロファイルとエネルギ
ーを示した図である。従来構造では、Ｉｎ組成比が単調に変化しているため、エネルギー
が安定する箇所、すなわちエネルギーが最も低い箇所が１箇所（図中において、井戸層の
厚さ方向位置が６ｎｍの箇所）である。そのため、ＩｎＧａＮ井戸層に注入された電子・
正孔は、このエネルギーが安定する箇所で発光することになる。窒化物半導体発光素子の
温度が変化しても、エネルギーが最も低い箇所が優先的に発光する。
【００５９】
　一方、本実施形態における窒化物半導体発光素子の発光層は、主面がｍ面であるＩｎx

Ｇａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を有する。ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層は、ＩｎyＧａ1-yＮ層
（０≦ｙ＜１）（障壁層）によって挟まれている。ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層におけるＩｎ組
成比（ｘ）の深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ　ｐｒｏｆｉｌｅ）Ｐｒは複数のピーク
ｘ１からｘ３を有している。複数のピークｘ１からｘ３のそれぞれにおけるＩｎ組成比（
ｘ）の値は異なっている。
【００６０】
　ＩｎＧａＮ井戸層の深さ方向（層の厚さ方向）プロファイルは、波状に変動している。
本実施形態においては、ピークｘ１からｘ３のそれぞれの周囲の領域を「高Ｉｎ領域」と
示し、高濃度領域の間に挟まれる領域を「低濃度領域」と称している。
【００６１】
　このように厚さ方向に複数のピーク（高Ｉｎ領域）を形成することで、その動作温度に
応じて、複数のエネルギー状態での発光が可能となると考えられる。すなわち、温度上昇
に伴って、小さいバンドギャップにおいて発光が生じるのを補償することができる。よっ
て、温度の上昇に伴う光の長波長化を抑制することができる。以下、図４を用いて、本発
明者が推測する発光過程を具体的に説明する。
【００６２】
　図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に、本実施形態におけるＩｎＧａＮ井戸層の伝導帯と価電
子帯のエネルギー状態を示す。図４（ａ）は低温動作時、図４（ｃ）は高温動作時、図４
（ｂ）はその中間の温度での動作、中温動作時における窒化物半導体発光素子の発光の様
子を示している。高Ｉｎ領域を、高Ｉｎ領域１のＩｎ組成比の最大値（ピーク）をｘ１、
バンドギャップをＥｇ１、発光波長をλ１、高Ｉｎ領域２のＩｎ組成比の最大値をｘ２、
バンドギャップをＥｇ２、発光波長をλ２、高Ｉｎ領域３のＩｎ組成比の最大値をｘ３、
バンドギャップをＥｇ３、発光波長をλ３と定義する。Ｉｎ組成比ｘ、バンドギャップＥ
ｇおよび発光波長λの大小関係は、下記の関係を満たす。
　ｘ１＞ｘ２＞ｘ３
　Ｅｇ１＜Ｅｇ２＜Ｅｇ３
　λ１＞λ２＞λ３
【００６３】
　図４（ｂ）および（ｃ）では、図４（ａ）に対して動作温度が高い状態にある。この場
合、バンドギャップおよび発光波長は（式１）および（式２）の関係式で決まる。図４（
ｂ）の中温動作でのバンドギャップをＥｇ１'、Ｅｇ２’、Ｅｇ３’、発光波長をλ１’
、λ２’、λ３’とする。図４（ｃ）の高温動作でのバンドギャップをＥｇ１’’、Ｅｇ
２’’、Ｅｇ３’’、発光波長をλ１’'、λ２’’、λ３’’とする。この場合、下記
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　Ｅｇ１’’＜Ｅｇ１'＜Ｅｇ１
　Ｅｇ２’’＜Ｅｇ２'＜Ｅｇ２
　Ｅｇ３’’＜Ｅｇ３'＜Ｅｇ３
　λ１’’＞λ１'＞λ１
　λ２’’＞λ２'＞λ２
　λ３’’＞λ３'＞λ３
【００６４】
　高Ｉｎ領域１と高Ｉｎ領域２の間には低Ｉｎ領域１が形成されているため、高Ｉｎ領域
１と高Ｉｎ領域２の間にはエネルギー障壁が存在している。伝導帯側のエネルギー障壁を
ΔＥｇｃ１、価電子帯側のエネルギー障壁をΔＥｇｖ１とする。また、同様に、高Ｉｎ領
域２と高Ｉｎ領域３の間には低Ｉｎ領域２が形成されており、伝導帯側のエネルギー障壁
をΔＥｇｃ２、価電子帯側のエネルギー障壁をΔＥｇｖ２とする。
【００６５】
　図４（ａ）の低温動作時では、バンドギャップが最も小さい高Ｉｎ領域１での発光が支
配的であり、発光波長は長くλ１で発光する。図４（ｂ）のように、窒化物半導体発光素
子の動作温度が上昇し電子および正孔が熱励起されると、高Ｉｎ領域１で発光せずに、エ
ネルギー障壁ΔＥｇｃ１およびΔＥｇｖ１を乗り越えて高Ｉｎ領域２に移動する電子・正
孔が発生する。重要な点は、高Ｉｎ領域２のエネルギー状態が準安定に形成されている点
である。すなわち、ΔＥｇｃ１およびΔＥｇｖ１を乗り越えて高Ｉｎ領域２に移動したキ
ャリアは高Ｉｎ領域２内のエネルギーが小さい状態で準安定し、高Ｉｎ領域１に戻ること
なく、高Ｉｎ領域２内で優先的に発光する。すなわち、Ｅｇ１よりも大きなバンドギャッ
プＥｇ２で発光するため、発光波長はλ１よりも小さくなる。さらに温度が上昇し、図４
（ｃ）の高温動作時では、エネルギー障壁ΔＥｇｃ１およびΔＥｇｖ１を乗り越え、さら
にエネルギー障壁ΔＥｇｃ２およびΔＥｇｖ２を乗り越える電子・正孔が発生し、高Ｉｎ
領域３内で優先的に発光する。
【００６６】
　以上のように、窒化物半導体発光素子の動作温度が上昇するにつれて、主として発光す
る領域は、高Ｉｎ領域１、高Ｉｎ領域２、高Ｉｎ領域３の順に変化し、バンドギャップが
より大きな領域、すなわち短波長な領域で発光することになる。実際には、動作温度が変
化しているわけであるから、主として発光に寄与するバンドギャップは、Ｅｇ１、Ｅｇ２
’、Ｅｇ３’’の順に変化する。また、発光波長は、λ１、λ２'、λ３’’の順に変化
する。
【００６７】
　従って、Ｅｇ１、Ｅｇ２'およびＥｇ３’’が、できるだけ等しくなるように各高Ｉｎ
領域のＩｎ組成比ｘ１、ｘ２およびｘ３を設定すれば、波長の温度係数を０に近づけるこ
とができる。具体的には、動作温度範囲を決定すれば、（式１）からバンドギャップの温
度変化範囲が決定される。低温動作ではＥｇ１が支配的であり、高温状態ではＥｇ３が支
配的であるから、Ｉｎ組成比としては、Ｉｎ組成比のピークｘ１およびｘ３に注目すれば
よい。低温動作時の温度をＴｍｉｎ、高温動作時の温度をＴｍａｘとした場合、（式１）
から温度によるバンドギャップ変化ΔＥｇ＿Ｔは近似的に、
【数１０】

で表される。ＧａＮのバンドギャップを３．４ｅＶ、ＩｎＮのバンドギャップを０．９ｅ
Ｖとした場合、高Ｉｎ領域１のピークｘ１および高Ｉｎ領域３のピークｘ３によって決ま
るバンドギャップ差ΔＥｇ＿３１は、
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【数１１】

で表される。ΔＥｇ＿ＴとΔＥｇ＿３１がほぼ等しくなるようにピークｘ１およびｘ３の
値を設定すればよいから、高Ｉｎ領域１のピークｘ１および高Ｉｎ領域３のピークｘ３の
Ｉｎ組成差は、

【数１２】

を満足すればよい。具体的には、低温動作時の温度を２３３Ｋ（－４０℃）、高温動作時
の温度を４５３Ｋ（１８０℃）とした場合、ｘ１－ｘ３のＩｎ組成比の差は２．３２％と
なる。
【００６８】
　実施例で詳しく述べるが、実際の窒化物半導体発光素子は電流注入によって動作させる
ため、電流注入によるバンドフィリング現象が起きる。すなわち、ＩｎＧａＮ井戸内の電
流密度が増加すると、高Ｉｎ領域１の状態密度が寡占状態になり、熱励起されることなく
より高いエネルギー状態、すなわち高Ｉｎ領域２および高Ｉｎ領域３で発光するという現
象が発生する。そのため、実際のＩｎ組成比の差は（式５）で決まる値よりも高く設定す
ることが望ましい。
【００６９】
　エネルギー障壁ΔＥｇｃ１、ΔＥｇｖ１、ΔＥｇｃ２およびΔＥｇｖ２は、高Ｉｎ領域
２および高Ｉｎ領域３において電子・正孔が準安定するために重要な役割を果たす。すな
わち、ΔＥｇｃ１、ΔＥｇｖ１、ΔＥｇｃ２およびΔＥｇｖ２が熱による励起エネルギー
に対して極めて大きい場合、高Ｉｎ領域１の電子・正孔は、高Ｉｎ領域２および高Ｉｎ領
域３に移動できない。ΔＥｇｃ１、ΔＥｇｖ１、ΔＥｇｃ２およびΔＥｇｖ２としては、
１０ｍｅＶ以上８０ｍｅＶ以下が望ましい。これは、Ｉｎ組成比に換算すると０．５％以
上４％以下程度に相当する。すなわち、高Ｉｎ領域と高Ｉｎ領域で挟まれた低Ｉｎ領域の
Ｉｎ組成比の最小値と、隣り合う高Ｉｎ領域のうち、そのＩｎ組成比の最大値が大きいほ
うのＩｎ組成比との差が、０．５％以上４％以下であることが望ましい。これにより、波
長の温度係数を０に近づけることができる。
【００７０】
　上記方法により、ＩｎＧａＮ井戸層内の高Ｉｎ領域および低Ｉｎ領域のＩｎ濃度を制御
して、２４３Ｋ（－３０℃）から３５３Ｋ（８０℃）の環境温度の間のいずれかの温度に
おいて、波長の温度係数を０とすることができる。また、２４３Ｋ（－３０℃）から３５
３Ｋ（８０℃）の環境温度において、温度変化に伴う波長変化量を２ｎｍ以下にすること
ができる。すなわち、２４３Ｋにおける波長または３５３Ｋにおける波長の何れか短い方
と温度係数が０となる温度における波長との差を２ｎｍ以下とすることができる。この場
合、波長の温度係数の２４３Ｋから３５３Ｋまでの平均値は、例えば＋０．０２［ｎｍ／
Ｋ］以下となる。
【００７１】
　また、２３３Ｋ（－４０℃）から３９３Ｋ（１２０℃）の環境温度の間のいずれかの温
度において、波長の温度係数を０とすることができる。また、２３３Ｋ（－４０℃）から
３９３Ｋ（１２０℃）の環境温度において、温度変化に伴う波長変化量を５ｎｍ以下にす
ることもできる。すなわち、２３３Ｋにおける波長または３９３Ｋにおける波長の何れか
短い方と温度係数が０となる温度における波長との差を５ｎｍ以下とすることができる。
この場合、波長の温度係数の２３３Ｋから３９３Ｋまでの平均値は、例えば＋０．０３［
ｎｍ／Ｋ］以下となる。
【００７２】
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　さらに、ＩｎＧａＮ井戸層内の高Ｉｎ領域は、窒化物半導体発光素子のｐ型層からｎ型
層の方向に向かって、高Ｉｎ領域１、高Ｉｎ領域２、高Ｉｎ領域３、・・・の順に並んで
いることが望ましい。すなわち、図４（ａ）において、図面の向かって右側がｐ型半導体
側、図面の向かって左側がｎ型半導体側を意味する。本構成によって、正孔は有効質量が
大きく、移動度が小さいため拡散し難いが、ｐ型半導体側に高Ｉｎ領域１を配置すること
で、高Ｉｎ領域１に優先的に正孔の注入を行うことが可能となる。すなわち、複数のピー
クにおけるＩｎ組成比ｘの値は、ｐ型層からｎ型層の方向に向かって小さくなっていても
よく、この場合には、拡散しにくい正孔を、最もＩｎ組成比が高いピークを有する領域に
注入することができる。ただし、何れの方向でも高Ｉｎ領域が並んだ順にピークのＩｎ組
成比が小さくなっていけば、温度の変化と共にキャリアが高Ｉｎ領域から隣接する高Ｉｎ
領域に移動し、主として発光する高Ｉｎ領域が順に変わっていく。すなわち、複数のピー
クにおけるＩｎ組成ｘの値は、ｐ型層からｎ型層の方向に向かって大きくなっていてもよ
いし、Ｖ字型（Ｖの形）または逆Ｖ字型（Ｖが上下逆になった形）に並んでいても良い。
【００７３】
　ＩｎＧａＮ井戸層の厚さを７ｎｍ以上にすることで、ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦
１）の層厚方向に対して２つ以上の高Ｉｎ領域の形成が容易になる。ＩｎＧａＮ井戸層の
厚さは８ｎｍ以上、または９ｎｍ以上にすることができる。
【００７４】
　実施例で詳しく述べるが、波長の温度係数を－０．０３～＋０．０３［ｎｍ／Ｋ］（絶
対値が０．０３［ｎｍ／Ｋ］以下）または－０．０１～＋０．０１［ｎｍ／Ｋ］（絶対値
が０．０１［ｎｍ／Ｋ］以下）の範囲にするためには、動作電流の設定も重要である。窒
化物半導体発光素子へ投入した電流値をＩとし、窒化物半導体発光素子の上面視における
ＩｎＧａＮ井戸層の面積をＳ＿ｗｅｌｌとした場合、ＩｎＧａＮ井戸層の電流密度ＪはＩ
／Ｓ＿ｗｅｌｌで定義される。ＩｎＧａＮ井戸幅をＷとした場合、ＪとＷは以下の関係を
満足することが望ましい。
【数１３】

【００７５】
　また、波長の温度係数を負にするためには、ＪとＷが以下の関係を満足すればよい。
【数１４】

【００７６】
　図３および図４では、高Ｉｎ領域が３つの例を用いて説明したが、高Ｉｎ領域は２つ以
上あればよい。また、図３、図４にはＩｎ組成比のピークが３つである場合を示したが、
ピークは４つ以上であってもよい。この場合、ｐ型層からｎ型層の方向に向かってＩｎ組
成比はＶ字型または逆Ｖ字型になっていてもよい。このような形状を有することにより、
図３、図４に示した例と同様に、温度の変化と共にキャリアが高Ｉｎ領域から隣接する高
Ｉｎ領域に移動し、主として発光する高Ｉｎ領域が順に変わっていく。さらに、このよう
な形状を有することにより、電子・正孔が準安定するＩｎ領域を複数形成することが容易
になり、動作電流範囲を拡大できるといった利点がある。
【００７７】
 従来の主面がｃ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を用いた場合、ＩｎxＧａ

1-xＮ井戸層の内部に強いピエゾ電界が発生するため、図４に示すような伝導帯と価電子
帯のエネルギー状態を実現することができない。従って、本実施形態を実現できるのは、
ｍ面およびａ面などの非極性面、あるいは自発分極の影響が十分に小さい面に限られる。
【００７８】
　次に、図５（ａ）、（ｂ）を参照して本実施形態の窒化物半導体発光素子の構造を説明
する。図５（ａ）は、本開示の実施形態における窒化物半導体発光素子を模式的に示した
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上面図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）のＸ－Ｘ’線断面図である。窒化物半導体発光
チップ３００は、例えば少なくとも表面にｍ面ＧａＮ層を有する基板３０４と、基板３０
４上に形成されたｎ型窒化物半導体層３０５と、窒化物半導体活性層３０６と、ｐ型窒化
物半導体層３０７と、ｐ型窒化物半導体層３０７に接するように形成されたｐ型電極３０
８と、ｎ型窒化物半導体層３０５に接するように形成されたｎ型電極３０９とを含んでい
る。
【００７９】
　ここで、窒化物半導体とは、ＧａＮ系からなる半導体、より具体的には、ＡｌxＩｎyＧ
ａzＮ（ｘ＋ｙ＋ｚ＝１、ｘ≧０、ｙ≧０、ｚ≧０）半導体である。窒化物半導体活性層
３０６はｍ面にほぼ平行に形成されている。窒化物半導体発光チップ３００は、実装基板
３０１上の配線３０２にバンプ３０３を介して電気的に接続されている。このような構成
はフリップチップ構造と呼ばれる。
【００８０】
　また、図６に示すように、ワイヤボンディング構造も実施することができる。図６にお
いて、ｐ型電極３０８は実装基板３０１上の配線３０２に電気的に接続され、ｎ型電極３
０９はＡｕワイヤ３１０を用いて実装基板３０１上の配線３０２に電気的に接続される。
【００８１】
　フリップチップ構造とワイヤボンディング構造の違いは、ｐ型電極３０８およびｎ型電
極３０９と、実装基板３０１上の配線３０２の接続方法の違いに起因している。その他の
構成は、類似しているため、以下では、図５を用いて実施形態１を説明する。
【００８２】
　ここで、「ｍ面」とは、ｍ面に対して完全に平行な面のみだけでなく、ｍ面から±５°
以下の角度だけ傾斜した面を含む。ｍ面から僅かに傾斜する程度では、自発分極の影響は
非常に小さい。一方、結晶成長技術では結晶方位が厳密に一致した基板よりも僅かに傾斜
した基板上の方が半導体層をエピタキシャル成長させやすい場合がある。したがって、自
発分極の影響を十分に抑制させながら、エピタキシャル成長させる半導体層の質を向上さ
せたり、結晶成長速度を高めたりするために結晶面を傾斜させることが有用な場合もある
。
【００８３】
　基板３０４は、六方晶のｍ面ＧａＮ基板でも良い。また、表面にｍ面ＧａＮ層が形成さ
れた六方晶のｍ面ＳｉＣ基板、ｍ面ＧａＮ層が形成されたｒ面サファイア基板、ｍ面サフ
ァイア基板、ａ面サファイア基板であってもよい。
【００８４】
　ｎ型窒化物半導体層３０５は、例えばｎ型のＡｌuＧａvＩｎwＮ（ｕ＋ｖ＋ｗ＝１、ｕ
≧０、ｖ≧０、ｗ≧０）から形成されている。ｎ型ドーパントとして例えば、シリコン（
Ｓｉ）を用いることができる。
【００８５】
　窒化物半導体活性層３０６は、ＩｎyＧａ1-yＮ障壁層（０≦ｙ＜１）で挟まれたＩｎx

Ｇａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を有する。ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）は単一
であってもよい。また、窒化物半導体活性層３０６は、ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦
１）とＩｎyＧａ1-yＮ障壁層（０≦ｙ＜１）とが交互に積層されたＧａＩｎＮ／ＧａＩｎ
Ｎ多重量子井戸（ＭＱＷ）構造を有していてもよい。窒化物半導体発光チップ３００から
出射する光の波長は、上記井戸層の半導体組成であるＩｎxＧａ1-xＮ半導体におけるＩｎ
の組成比ｘによって決まる。ｍ面上に形成された窒化物半導体活性層３０６にはピエゾ電
界が発生しないため、ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）は７ｎｍ以上に厚くすること
が可能である。
【００８６】
　ｐ型窒化物半導体層３０７は、例えばｐ型のＡｌsＧａtＮ（ｓ＋ｔ＝１、ｓ≧０、ｔ≧
０）半導体からなる。ｐ型ドーパントとして、例えばＭｇが添加されている。Ｍｇ以外の
ｐ型ドーパントとして、例えばＺｎ、Ｂｅなどを用いてもよい。ｐ型窒化物半導体層３０
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７において、Ａｌの組成比率ｓは、厚さ方向に一様であってもよいし、Ａｌの組成比率ｓ
が厚さ方向に連続的または階段的に変化していてもよい。具体的には、ｐ型窒化物半導体
層３０７の厚さは、例えば、０．０５～２μｍ程度である。ｐ型窒化物半導体層３０７の
上面近傍、すなわち、ｐ型電極３０８との界面近傍はＡｌの組成比率ｓがゼロである半導
体、つまり、ＧａＮから形成され得る。また、この場合、ＧａＮはｐ型の不純物が高濃度
で含まれており、コンタクト層として機能し得る。
【００８７】
　ｐ型電極３０８は概ねｐ型窒化物半導体層３０７の表面全体を覆っていることができる
。ｐ型電極３０８はＰｄ層およびＰｔ層の積層構造（Ｐｄ／Ｐｔ）などで形成される。ま
た、反射率を高めるためにＡｇ層およびＰｔ層の積層構造（Ｐｄ／Ｐｔ）、あるいはＰｄ
層、Ａｇ層およびＰｔ層の積層構造（Ｐｄ／Ａｇ／Ｐｔ）を用いても良い。
【００８８】
　ｎ型電極３０９は、例えば、Ｔｉ層およびＰｔ層の積層構造（Ｔｉ／Ｐｔ）などで形成
される。反射率を高めるためにＴｉ層、Ａｌ層およびＰｔ層の積層構造（Ｔｉ／Ａｌ／Ｐ
ｔ）を用いても良い。
【００８９】
　次に、本実施形態１の製造方法について、図５を再度用いて説明する。
【００９０】
　Ｍ面を主面とするｎ型ＧａＮ基板３０４上に、ｎ型窒化物半導体層３０５を、ＭＯＣＶ
Ｄ法などを用いてエピタキシャル成長させる。例えば、ｎ型不純物としてシリコンを用い
、ＴＭＧ（Ｇａ（ＣＨ3）3）、およびＮＨ3を原料として供給し、９００℃以上１１００
℃以下程度の成長温度で、ＧａＮからなる厚さ１～３μｍ程度のｎ型窒化物半導体層３０
５を形成する。
【００９１】
　次に、ｎ型窒化物半導体層３０５上に、窒化物半導体活性層３０６を形成する。窒化物
半導体活性層３０６は、例えば、厚さ１５ｎｍのＩｎ1-xＧａxＮ井戸層と、厚さ３０ｎｍ
のＧａＮ障壁層が交互に積層されたＩｎＧａＮ／ＧａＮ多重量子井戸（ＭＱＷ）構造を有
している。Ｉｎ1-xＧａxＮ井戸層を形成する際には、Ｉｎの取り込みを行うために、成長
温度を７００℃以上８００℃以下に設定することができる。窒化物半導体発光素子の用途
に応じて発光波長を選択し、波長に応じたＩｎ組成比ｘを決定する。波長を４５０ｎｍ（
青色）にする場合にはＩｎ組成比ｘを０．２５～０．２７に決定する。５２０ｎｍ（緑色
）であればｘ＝０．４０～０．４２であり、６３０ｎｍ（赤色）であればｘ＝０．５６～
０．５８となる。なお、ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）のＩｎ組成比ｘの平均値は
、０．０８以上０．４２以下であってもよい。Ｉｎ組成比ｘの平均値がこの範囲内にあれ
ば、同様の材料物性を示すため、本実施形態の構成において効果がもっとも顕著に現れる
。すなわち、波長の温度特性を０または負にすることができる高Ｉｎ領域の形成が容易と
なる。
【００９２】
　後に実施例１として説明するが、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さを調整することにより、発光
層の厚さ方向に、複数の発光起源（Ｉｎ組成比のピークによって形成されるバンドギャッ
プの小さい領域）を形成することができる。
【００９３】
　また、ＩＩＩ族原料中に占めるＩｎ原料の割合であるＩｎ供給比([ＴＭＩ]／[ＴＭＧ]
＋[ＴＭＩ])を変化させることによっても、Ｉｎの組成比を厚さ方向に変化させることが
できる。具体的には、ＩｎＧａＮ井戸層の形成時にＩｎ供給量もしくはＧａ供給量のどち
らか、もしくは両方を時間の経過と共に変動させる。Ｉｎ供給比が高い条件化においてＩ
ｎ組成は高くなるので、Ｉｎ供給比が波状に変動するように原料供給量を制御すればよい
。
【００９４】
　また、ＩｎＧａＮ井戸層を形成する際の成長温度を変化させることによっても、Ｉｎの
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組成比を厚さ方向に変化させることができる。具体的には、ＩｎＧａＮ井戸層の形成時の
成長温度を時間の経過と共に変動させる。成長温度が低い条件化においてＩｎ組成は高く
なるので、成長温度を波状に変化させればよい。
【００９５】
　窒化物半導体活性層３０６の上に、ｐ型窒化物半導体層３０７を形成する。例えば、ｐ
型不純物としてＣｐ２Ｍｇ（シクロペンタジエニルマグネシウム）を用い、ＴＭＧおよび
ＮＨ3を原料として供給し、９００℃以上１１００℃以下程度の成長温度で、厚さ５０～
５００ｎｍ程度のｐ型ＧａＮからなるｐ型窒化物半導体層３０７を形成する。ｐ型窒化物
半導体層３０７の内部に、厚さ１５～３０ｎｍ程度のｐ－ＡｌＧａＮ層を含んでいても良
い。ｐ－ＡｌＧａＮ層を設けることで、動作時に電子のオーバーフローを抑制することが
できる。
【００９６】
　次に、ｐ－ＧａＮ層の活性化のため、８００～９００℃程度の温度で、２０分程度の熱
処理を行う。
【００９７】
　次に、塩素系ガスを用いてドライエッチングを行うことにより、ｐ型窒化物半導体層３
０７、窒化物半導体活性層３０６およびｎ型窒化物半導体層３０５の一部を除去して凹部
３１２を形成し、ｎ型窒化物半導体層３０５の一部を露出させる。
【００９８】
　次いで、露出したｎ型窒化物半導体層３０５の一部に接するように、ｎ型電極３０９を
形成する。例えば、ｎ型電極３０９としてＴｉ／Ｐｔ層を形成する。さらにｐ型窒化物半
導体層３０７に接するように、ｐ型電極３０８を形成する。例えば、ｐ型電極３０８とし
てＰｄ／Ｐｔ層を形成する。その後、熱処理を行って、Ｔｉ／Ｐｔ層とｎ型窒化物半導体
層３０５、および、Ｐｄ／Ｐｔ層とｐ型窒化物半導体層３０７を合金化させる。
【００９９】
　その後、ｎ型ＧａＮ基板３０４を研磨し薄膜化する。
【０１００】
　このようにして作製された窒化物半導体発光素子を窒化物半導体発光チップ３００に小
片化する。小片化工程はレーザーダイシング、壁開など、いくつかの手法がある。
【０１０１】
　このように小片化された窒化物半導体発光チップ３００は、実装基板３０１に実装され
る。ここでは、フリップチップ構造について説明する。
【０１０２】
　実装基板３０１には、あらかじめ配線３０２が形成されている。実装基板の主材料とし
ては、アルミナ、ＡｌＮなどの絶縁物、Ａｌ、Ｃｕなどの金属、ＳｉやＧｅなど半導体、
あるいはこれらの複合材料を用いることができる。金属や半導体を実装基板３０１の主材
料として用いる場合には、表面を絶縁膜で覆うことができる。配線３０２は、窒化物半導
体発光チップ３００の電極形状に合わせて配置すればよい。配線３０２には、Ｃｕ、Ａｕ
、Ａｇ、Ａｌなどを用いることができる。これらの材料は、スパッタやメッキなどによっ
て実装基板３０１上に形成される。
【０１０３】
　配線３０２上に、バンプ３０３を形成する。バンプにはＡｕを用いると良い。バンプボ
ンダを用いて、直径５０～７０μｍ程度のＡｕバンプを形成することができる。また、Ａ
ｕメッキ処理によってＡｕバンプを形成することもできる。このように、バンプ３０３が
形成された実装基板３０１に、超音波接合を用いて窒化物半導体発光チップ３００を接続
する。
【０１０４】
　このようにして、本実施形態の半導体発光素子が完成する。
【０１０５】
（実施形態２）
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　図を参照しながら、本開示による第２の実施形態を説明する。
【０１０６】
　図７は、第１の実施形態の窒化物半導体発光素子を複数個備えるＬＥＤシステム（第２
の実施形態）の回路構成の一例を示す。第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３は
、複数個並列に接続されている。窒化物半導体発光素子のＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ
≦１）の厚さはＷで共通している。並列接続された複数の窒化物半導体発光素子３１３の
全体の動作電流値をＩ＿ｔｏｔａｌ、各々の窒化物半導体発光素子３１３の上面視におけ
るＩｎＧａＮ井戸層の面積をＳ１、Ｓ２、Ｓ３、・・・Ｓｎとする。これら面積の総和を
Ｓ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌ、Ｉ＿ｔｏｔａｌをＳ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌで割った値を電
流密度Ｊ＿ｔｏｔａｌ［Ａ／ｃｍ2］とする。
【０１０７】
　複数のＬＥＤを使用したシステムを設計する場合、まず、目標とする総光量が決定され
、システム全体としての投入電流値が決定される。すなわち、Ｉ＿ｔｏｔａｌが最初に決
定される。Ｗは窒化物半導体発光素子の製造時点で決定されるため、後に変更することは
できない。しかし、Ｓ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌは、ＩｎＧａＮ井戸層の面積および使用す
るＬＥＤの個数で変更が可能である。すなわち、（式３）から以下の関係を満足するよう
にＳ＿ｗｅｌｌ＿ｔｏｔａｌを設定すれば、波長の温度係数がほぼ０となるＬＥＤシステ
ムを実現できる。
【数１５】

【０１０８】
　さらに、ＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）の厚さＷおよび上面視におけるＩｎＧａ
Ｎ井戸層の面積Ｓ＿ｗｅｌｌがほぼ同一のＬＥＤを複数使用する場合には、以下の関係式
を満足するようにＬＥＤの個数を設定すれば、波長の温度係数がほぼ０となるＬＥＤシス
テムを実現できる。
【数１６】

【０１０９】
　また、本実施形態においては、システム全体として、２４３Ｋ（－３０℃）から３５３
Ｋ（８０℃）の環境温度の間のいずれかの温度において、波長の温度係数を０とすること
ができる。また、２４３Ｋ（－３０℃）から３５３Ｋ（８０℃）の環境温度において、温
度変化に伴う波長変化量を２ｎｍ以下にすることができる。あるいは、２３３Ｋ（－４０
℃）から３９３Ｋ（１２０℃）の環境温度の間のいずれかの温度において、波長の温度係
数を０とすることができる。また、２３３Ｋ（－４０℃）から３９３Ｋ（１２０℃）の環
境温度において、温度変化に伴う波長変化量を５ｎｍ以下にすることもできる。
【０１１０】
　このように、第１の実施形態の窒化物半導体発光素子を複数個使用することで、上面視
におけるＩｎＧａＮ井戸層の面積が異なる窒化物半導体発光素子を作製する必要がなくな
り、同一構成の窒化物半導体発光素子を複数個用いることで任意の動作電流値を設定する
ことが可能となる。よって、システム設計が容易になり、製造コストが低下するという利
点がある。このようなＬＥＤシステムは、システムの一部として回路内に組み込まれてい
てもよい。
【０１１１】
（実施形態３）
　本開示による窒化物半導体発光素子の第３の実施形態を説明する。実施形態３は、温度
が上昇した場合に光の波長が短波長化する窒化物半導体発光素子である。本実施形態にお
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いて実施形態１と同様の構成についての説明は省略する。
【０１１２】
　実施形態１においては、図４に示されるバンドギャップの値Ｅｇ１、Ｅｇ２’およびＥ
ｇ３’’ができるだけ等しくなるようにＩｎ組成比ｘ１、ｘ２およびｘ３を設定した。そ
れに対して、本実施形態においては、下記関係が成立するようにＩｎ組成比ｘ１、ｘ２お
よびｘ３を設定する。これにより、波長の温度係数を負にすることができる。
　Ｅｇ１　＜　Ｅｇ２’　＜　Ｅｇ３’’
【０１１３】
　また、実施形態１においては、温度によるバンドギャップ変化であるΔＥｇ＿Ｔと、高
Ｉｎ領域１のピークｘ１および高Ｉｎ領域３のピークｘ３によって決まるバンドギャップ
差であるΔＥｇ＿３１とがほぼ等しくなるようにピークｘ１およびｘ３の値を決定した（
式５）。それに対して、本実施形態においては、ΔＥｇ＿３１がΔＥｇ＿Ｔよりも大きく
なるようにｘ１およびｘ３を設定すればよいから、高Ｉｎ領域１の最大Ｉｎ組成比ｘ１お
よび高Ｉｎ領域３の最大Ｉｎ組成比ｘ３のＩｎ組成比の差は、下記式を満たせばよい。

【数１７】

【０１１４】
　また、電流密度ＪとＩｎＧａＮ井戸幅Ｗとは、下記式の関係を満たせばよい。
【数１８】

【０１１５】
　本実施形態によると、波長の温度係数を負にすることができる。
【０１１６】
（実施形態４）
　図を参照しながら、本開示による第４の実施形態を説明する。
【０１１７】
　第４の実施形態は、一つまたは複数の第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３と
、それ以外の１つまたは複数の窒化物半導体発光素子３１４とを含むＬＥＤシステムであ
る。それ以外の窒化物半導体発光素子３１４とは、主面がｃ面であるＩｎＧａＮ井戸層を
有する窒化物半導体発光素子、あるいは主面がｍ面であるＩｎＧａＮ井戸層であり、かつ
ＩｎＧａＮ井戸層の膜厚が７ｎｍ以下の窒化物半導体発光素子である。窒化物半導体発光
素子３１４の波長の温度係数は＋０．０５～＋０．０６［ｎｍ／Ｋ］である。上述したよ
うに、窒化物半導体の波長の温度係数は＋０．０５［ｎｍ／Ｋ］から＋０．０６［ｎｍ／
Ｋ］程度であるため、窒化物半導体発光素子３１４としては従来の窒化物半導体発光素子
を用いることができる。
【０１１８】
　第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３の波長の温度係数は－０．０５～－０．
０６［ｎｍ／Ｋ］になるように電流密度範囲を設定することが望ましい。より具体的には
、第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３のＩｎＧａＮ井戸層の厚さをＷとした場
合、第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３は、
【数１９】

の関係を満足するように電流密度Ｊを設定することが望ましい。このように設定すること
で、システム全体としての波長の温度変化を補償することが可能になる。
【０１１９】
　図８（ａ）は、井戸層の厚さがＷ、上面視におけるＩｎＧａＮ井戸層の面積がＳである
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第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３をＮ個直列接続したＬＥＤブロック３２１
と、窒化物半導体発光素子３１４をＭ個直列接続したＬＥＤブロック３２２からなる温度
補償ＬＥＤシステム３２３である。ＬＥＤブロック３２１にはＩ＿ｔｏｔａｌ１の電流値
を、ＬＥＤブロック３２２にはＩ＿ｔｏｔａｌ２の電流値を流す。この場合、ＬＥＤブロ
ック３２１から出力される全光量と、ＬＥＤブロック３２２から出力される全光量がほぼ
等しくなるようにすることが望ましい。このように設定することで、システム全体として
波長の温度変化を補償することが可能になる。
【０１２０】
　ＬＥＤブロック３２１では、Ｗ、Ｓ、およびＩ＿ｔｏｔａｌ１が、
【数２０】

の関係を満足するようにすれば、ＬＥＤブロック３２１の波長の温度係数を－０．０５～
－０．０６［ｎｍ／Ｋ］にすることができ、ＬＥＤシステム全体として波長の温度変化を
補償することが可能になる。また、図８（ａ）のＬＥＤブロック３２２において、複数の
窒化物半導体発光素子３１４を直列接続した例を示しているが、窒化物半導体発光素子３
１４の接続方法は並列でも、直列でも、マトリクス状に配置してあっても構わない。Ｉ＿
ｔｏｔａｌ１とＩ＿ｔｏｔａｌ２が等しい場合には、図８（ｂ）に示すようにＬＥＤブロ
ック３２１とＬＥＤブロック３２２を直列に接続することが可能である。この場合、電流
源が一つになり、ＬＥＤシステムが簡略化される。また図８（ａ）、（ｂ）では、ＬＥＤ
ブロック３２１とＬＥＤブロック３２２が明確に区別されているが、第１の実施形態の窒
化物半導体発光素子３１３と、窒化物半導体発光素子３１４は面内で様々に配置しても構
わない。
【０１２１】
　本実施形態においては、所定の温度範囲において、窒化物半導体発光素子３１３の発光
層において発生する光の波長の温度係数を負に、窒化物半導体発光素子３１４の発光層に
おいて発生する光の温度係数を正にすることができる。なお、「所定の温度範囲」とは、
具体的には、システムを動作させる際の温度範囲の少なくとも一部である。例えば、シス
テムの動作範囲の温度が２３３Ｋ（－４０℃）から４５３Ｋ（１８０℃）である場合、「
所定の温度範囲」は、例えば３２０Ｋから４５３Ｋまでの範囲である。
【０１２２】
　本実施形態においては、窒化物半導体発光素子３１３の発光層において発生する光と、
窒化物半導体発光素子３１４の発光層において発生する光とを合成した合成光がシステム
から発せられる。所定の温度範囲において、温度変化に対する合成光の中心波長の変化量
は、例えば５ｎｍ以内に収まっている。すなわち、所定温度範囲における合成光の中心波
長の最大値と最小値との差は５ｎｍ以内となる。
【０１２３】
　また、１つまたは複数の第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３と、それ以外の
１つまたは複数の窒化物半導体発光素子３１４とを組み合わせることにより、２４３Ｋ（
－３０℃）から３５３Ｋ（８０℃）の環境温度において、温度変化に伴う波長変化量を２
ｎｍ以下にすることができる。また、２３３Ｋ（－４０℃）から３９３Ｋ（１２０℃）の
環境温度において、温度変化に伴う波長変化量を５ｎｍ以下にすることもできる。
【０１２４】
（実施形態５）
　図を参照しながら、本開示による第５の実施形態を説明する。
【０１２５】
　図９は、井戸層の厚さがＷ、上面視におけるＩｎＧａＮ井戸層の面積がＳである第１の
実施形態の窒化物半導体発光素子３１３をＮ個並列接続したＬＥＤブロック３２１と、窒
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化物半導体発光素子３１４をＭ個並列接続したＬＥＤブロック３２２からなる温度補償Ｌ
ＥＤシステム３２３である。ＬＥＤブロック３２１にはＩ＿ｔｏｔａｌ１の電流値を、Ｌ
ＥＤブロック３２２にはＩ＿ｔｏｔａｌ２の電流値を流す。この場合、ＬＥＤブロック３
２１から出力される全光量と、ＬＥＤブロック３２２から出力される全光量がほぼ等しく
なるようにすることが望ましい。このように設定することで、システム全体として波長の
温度変化を補償することが可能になる。
【０１２６】
　ＬＥＤブロック３２１では、Ｗ、Ｓ、Ｉ＿ｔｏｔａｌ１、およびＮが、
【数２１】

の関係を満足するようにすれば、ＬＥＤブロック３２１の波長の温度係数を－０．０５～
－０．０６［ｎｍ／Ｋ］にすることができ、ＬＥＤシステム全体として波長の温度変化を
補償することが可能になる。並列接続することで電流密度の範囲設定に自由度が向上する
。また、図９（ａ）のＬＥＤブロック３２２において、複数の窒化物半導体発光素子３１
４を並列接続した例を示しているが、窒化物半導体発光素子３１４の接続方法は並列でも
、直列でも、マトリクス状に配置してあっても構わない。Ｉ＿ｔｏｔａｌ１とＩ＿ｔｏｔ
ａｌ２が等しい場合には、図９（ｂ）に示すようにＬＥＤブロック３２１とＬＥＤブロッ
ク３２２を直列に接続することが可能である。この場合、電流源が一つになり、ＬＥＤシ
ステムが簡略化される。また図９（ａ）、（ｂ）では、ＬＥＤブロック３２１とＬＥＤブ
ロック３２２が明確に区別されているが、第１の実施形態の窒化物半導体発光素子３１３
と、窒化物半導体発光素子３１４は面内で様々に配置しても構わない。
【０１２７】
（実施例１）
　ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが発光特性に与える影響について検討した。
【０１２８】
　Ｍ面を主面とするｎ型ＧａＮ基板を用意し、硫酸および過酸化水素水で表面の洗浄を行
った。その後、有機金属気相成長用の炉内に上記ｎ型ＧａＮ基板を配置した。ｎ型ＧａＮ
基板は、窒素、水素、アンモニアの混合ガス中にて８００℃で１０分間の熱処理を行った
。その後、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）、水素、窒素、アンモニアおよびシランの混合
ガス中にて、基板温度を８００℃から１０００℃まで昇温した。基板温度が１０００℃ま
で到達後は、その状態を維持し、厚さ約２μｍのｎ型ＧａＮ層を製膜した。その後、基板
温度を７８５℃に降温した。降温後、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）、窒素およびアンモ
ニア雰囲気中でＧａＮ障壁層を形成し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）、トリメチルイン
ジウム（ＴＭＩ）、窒素およびアンモニア雰囲気中でＩｎＧａＮ井戸層の結晶成長を形成
し、これらの工程を繰り返すことで３周期のＩｎＧａＮ発光層を形成した。ＩｎＧａＮ井
戸層成長時のアンモニア供給量は３．０ｓｌｍとした。Ｉｎの原料ガスであるＴＭＩの供
給量は３１５ｓｃｃｍ、Ｇａの原料ガスであるＴＭＧの供給量は９ｓｃｃｍとした。この
場合のＩｎ供給比は０．８である。ＩｎＧａＮ井戸層の厚さは９ｎｍ、ＧａＮ障壁層の厚
さは１５ｎｍとなるように成長時間を制御した。ＩｎＧａＮ井戸層の面積は７６５００ｕ
ｍ2とした。
【０１２９】
　比較のため、同様の成長条件を用いて、Ｍ面を主面とするｎ型ＧａＮ基板に、厚さ３ｎ
ｍのＩｎＧａＮ井戸層と厚さ１５ｎｍのＧａＮ障壁層からなる３周期のＩｎＧａＮ発光層
を作製した（比較例１）。さらに、同様の成長条件を用いて、ｃ面を主面とするｎ型Ｇａ
Ｎ基板に、厚さ３ｎｍのＩｎＧａＮ井戸層と厚さ１５ｎｍのＧａＮ障壁層からなる３周期
のＩｎＧａＮ発光層を作製した（比較例２）。さらに、同様の成長条件を用いて、ｃ面を
主面とするｎ型ＧａＮ基板に、厚さ９ｎｍのＩｎＧａＮ井戸層と厚さ１５ｎｍのＧａＮ障
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壁層からなる３周期のＩｎＧａＮ発光層を作製した（比較例３）。比較例１から３におい
ても、ＩｎＧａＮ井戸層の面積は実施例と等しくした。
【０１３０】
　図１０は、実験例１、比較例１、比較例２および比較例３のサンプルに対してフォトル
ミネッセンス測定の温度依存性を測定した結果であり、横軸は測定温度、縦軸はフォトル
ミネッセンス測定のピーク波長を示している。測定温度は１０Ｋから４００Ｋまで変化さ
せた。励起光源にはＨｅ－Ｃｄレーザを用いた。レーザの光出力は１０ｍＷである。
【０１３１】
　比較例３は、ＩｎＧａＮ井戸層からの発光がほとんど観測されなかった。これは、ｃ面
ＧａＮ上ではピエゾ電界の影響が大きく、厚い井戸層を形成できないことを意味している
。比較例１および比較例２では、温度の増加に対して、フォトルミネッセンス測定のピー
ク波長は単調に長波長側に変化した。一方、実験例１では３００Ｋ以下の領域では温度の
増加に対して、フォトルミネッセンス測定のピーク波長は単調に長波長側に変化したが、
３２０Ｋを超えると、ピーク波長が短波長側に変化する現象が確認できた。この結果は、
物性値で決まる温度係数が制御可能であることを意味している。
【０１３２】
　図１０に示す実験例１では、温度係数は３２０Ｋ付近で０となり、１５０Ｋから３２０
Ｋの温度範囲において正であり、３２０Ｋから４００Ｋ（「所定の温度範囲」）において
、温度係数が負である。温度係数が負の発光素子を、３２０Ｋから４００Ｋにおける温度
係数が正の発光素子と組み合わせてシステムを構成することにより、この温度範囲におい
てシステムから発せられる光の波長と、３２０Ｋより低い温度においてシステムから発せ
られる光の波長との差を小さくすることができる。
【０１３３】
　図１１は、実験例１のサンプルに関して、アトムプローブ法を用いて、ＩｎＧａＮ井戸
層に含まれるＩｎ組成比の様子を分析した結果である。横軸は深さを意味しており、向か
って左側がサンプル表面、右側がＭ面ＧａＮ基板側である。向かって右側の縦軸はＩｎ組
成比、向かって左側の縦軸はＧａ組成比および窒素組成比を表している。ＩｎＧａＮ井戸
層は３つ形成しているが、いずれのＩｎＧａＮ井戸層においても、Ｍ面ＧａＮ基板側から
サンプル表面側に向かうにつれてＩｎ組成比が波状に変動していることが分かる。なお、
図１１の測定結果にしめされているように、「波状」とは、Ｉｎ組成比のプロファイルが
曲線で構成されている状態だけではなく、複数のピークを有し、そのピークの間に相対的
にＩｎ組成比の小さい領域が存在する状態を含む。図１１において、９ｎｍのＩｎＧａＮ
井戸層の層厚方向に、２から３つの高Ｉｎ領域が形成されている。この高Ｉｎ領域と高Ｉ
ｎ領域で挟まれた低Ｉｎ領域のＩｎ組成比の最小値は、隣り合う高Ｉｎ領域のうち、その
Ｉｎ組成比の最大値が大きいほうのＩｎ組成比の値に対して１～２％程度の差を有してい
る。
【０１３４】
（実施例２）
　実際に、本開示に係る実施形態のＩｎＧａＮ発光層を有するＬＥＤを作製し、温度特性
を調べた。
【０１３５】
　Ｍ面を主面とするｎ型ＧａＮ基板を用意し、硫酸および過酸化水素水で表面の洗浄を行
った。その後、有機金属気相成長用の炉内に上記ｎ型ＧａＮ基板を配置した。ｎ型ＧａＮ
基板は、窒素、水素、アンモニアの混合ガス中にて８００℃で１０分間の熱処理を行った
。その後、ＴＭＧ、水素、窒素、アンモニアおよびシランの混合ガス中にて、基板温度を
８００℃から１０００℃まで昇温した。基板温度が１０００℃まで到達後は、その状態を
維持し、厚さ約２μｍのｎ型ＧａＮ層を製膜した。その後、基板温度を７８５℃に降温し
た。降温後、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）、窒素およびアンモニア雰囲気中でＧａＮ障
壁層を形成し、ＴＭＧ、ＴＭＩ、窒素およびアンモニア雰囲気中でＩｎＧａＮ井戸層の結
晶成長を形成し、これらの工程を繰り返すことで３周期のＩｎＧａＮ発光層を形成した。
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ＩｎＧａＮ井戸層成長時のアンモニア供給量は３．０ｓｌｍとした。Ｉｎの原料ガスであ
るＴＭＩの供給量は３１５ｓｃｃｍ、Ｇａの原料ガスであるＴＭＧの供給量は９ｓｃｃｍ
とした。この場合のＩｎ供給比は０．８である。ＩｎＧａＮ井戸層の面積は７６５００ｕ
ｍ2とした。
【０１３６】
　次に、ＴＭＧ、水素、窒素、アンモニアの混合ガス中にて、基板温度を７８５℃から９
５０℃まで昇温した。さらにトリメチルアルミニウム（ＴＭＡｌ）およびビスシクロペン
タジエニルマグネシウム（Ｃｐ２Ｍｇ）を原料として添加し、厚さ約２０ｎｍのｐ型Ａｌ
ＧａＮ層を形成した。さらに、ＴＭＧ、Ｃｐ２Ｍｇ、水素、窒素、アンモニアの混合ガス
中で、厚さ約５００ｎｍのｐ型ＧａＮ層を形成することで、窒化物半導体積層構造を形成
した。
【０１３７】
　このように形成した窒化物半導体積層構造に従来フォトリソグラフィ技術を用いてレジ
ストパターンを形成し、ドライエッチングによってｐ型ＧａＮ層、ｐ型ＡｌＧａＮ層およ
びＩｎＧａＮ発光層の一部を除去し、ｎ型ＧａＮ層の一部を露出させた。このように露出
させたｎ型ＧａＮ層に接するように、Ｔｉ／Ａｌ層からなるｎ電極を形成した。また、ｐ
型ＧａＮ層に接するように、Ｐｄ／Ｐｔ層からなるｐ電極を形成した。それぞれの電極表
面には、Ｔｉ／Ａｕ層からなるパッド電極を形成した。次に、Ｍ面ＧａＮ基板の膜厚が約
１００μｍになるまで、Ｍ面ＧａＮ基板の裏面を研磨した。その後、従来のダイシング技
術を用いることで、３００μｍ角に小片化し、窒化物半導体チップを形成した。
【０１３８】
　このように形成した窒化物半導体チップは、従来のフリップチップ実装法を用いて、Ａ
ｌＮ製の実装基板上にフィリップチップ実装することで、窒化物半導体発光素子を形成し
た。
【０１３９】
　ＩｎＧａＮ発光層の影響を調べるため、Ｍ面ＧａＮ基板上の窒化物半導体発光素子にお
いては、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが３ｎｍでＧａＮ障壁層の厚さが７ｎｍ、ＩｎＧａＮ井
戸層の厚さが６ｎｍでＧａＮ障壁層の厚さが７ｎｍ、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが９ｎｍで
ＧａＮ障壁層の厚さが１５ｎｍ、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが１５ｎｍでＧａＮ障壁層の厚
さが３０ｎｍ、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが２１ｎｍでＧａＮ障壁層の厚さが３０ｎｍ、の
５種類のサンプルを準備した。さらに、比較のため、Ｃ面ＧａＮ基板上の窒化物半導体発
光素子として、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが３ｎｍでＧａＮ障壁層の厚さが１５ｎｍのサン
プルを準備した。
【０１４０】
　図１２はこのようにして作製した窒化物半導体発光素子に関して、発光層の電流密度Ｊ
と波長の温度係数との関係を示したものである。ここで発光層の電流密度Ｊとは、窒化物
半導体発光素子へ投入した電流値Ｉを、窒化物半導体発光素子の上面視におけるＩｎＧａ
Ｎ井戸層の面積Ｓ＿ｗｅｌｌで割った値である。図１２に示す測定結果は、３００Ｋから
３９０Ｋの範囲における平均的な温度係数である。井戸層の厚さが３ｎｍのサンプルは、
Ｃ面ＧａＮ基板の場合もＭ面ＧａＮ基板の場合も、動作電流密度に寄らず波長の温度係数
はほぼ一定であり、＋０．０４～＋０．０６［ｎｍ／Ｋ］程度の値を示す。井戸層の厚さ
が９ｎｍの窒化物半導体発光素子では、電流密度が２０［Ａ／ｃｍ2］において温度係数
が０になり、電流密度が２０［Ａ／ｃｍ2］未満において温度係数が負になる。井戸層の
厚さが１５ｎｍの窒化物半導体発光素子では、電流密度が９０［Ａ／ｃｍ2］において温
度係数が０になり、電流密度が９０［Ａ／ｃｍ2］未満において温度係数が負になる。本
実施例においては、窒化物半導体発光素子の温度係数が電流密度によって変化する。電流
密度を適切に選ぶことで、動作時の波長の温度係数を負にすることもできる。
【０１４１】
　図１３は、ＩｎＧａＮ井戸幅の厚さと、波長の温度係数が０となるときの電流密度の関
係、および波長の温度係数が負となるときの電流密度の関係を示した図である。図中にプ
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ロットされた点は、ＩｎＧａＮ井戸幅の厚さが９ｎｍ、１５ｎｍ、および２１ｎｍのサン
プルにおいて温度係数が０となる実測データである。図から、ＩｎＧａＮ井戸幅の厚さと
波長の温度係数が０となるときの電流密度の関係は、ほぼ線形の関係にあることが分かる
。図中の太線は、実測点を線形近似した直線であり、波長の温度係数が０となるときの電
流密度を示している。図中の太線よりも右下の領域は、波長の温度係数が負になる範囲を
示している。本実施例では、Ｉｎの原料ガスの供給量を変化させなかったため、ＩｎＧａ
Ｎ井戸層の厚さが３ｎｍおよび６ｎｍの場合、波長の温度係数が０にも負にならなかった
。したがって、ＩｎＧａＮ井戸層の厚さが３ｎｍおよび６ｎｍの場合は、図１３中にデー
タはプロットされていない。
【０１４２】
　図１３から、本実施例の条件において、波長の温度係数が０または負を実現するために
は、ＩｎＧａＮ井戸幅を７ｎｍ以上にすれば良いことがわかる。
【０１４３】
　井戸幅をＷ［ｎｍ］、電流密度をＪ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、下記式が満たされると
きに電流密度Ｊが０になる。
【数２２】

【０１４４】
　電流密度が±１０［Ａ／ｃｍ2］程度ずれたとしても、波長の温度係数は－０．０３～
＋０．０３［ｎｍ／Ｋ］または－０．０１～＋０．０１［ｎｍ／Ｋ］の範囲にあるため、
波長の温度係数はほぼ０とみなすことができる。すなわち、ＩｎＧａＮ井戸幅Ｗの窒化物
半導体発光素子に対して、

【数２３】

の電流密度範囲で窒化物半導体発光素子を動作させれば、波長の温度係数をほぼ０にする
ことができる。また、動作電流値あるいは動作電流密度が決定している場合には、（式４
）を修正し、

【数２４】

の関係式から、ＩｎＧａＮ井戸幅Ｗを設定することも可能である。ただし、Ｗは７ｎｍ以
上にすることが望ましい。また、Ｗは、３０ｎｍ以下であってもよい。Ｗを３０ｎｍ以下
とすることにより、ＩｎＧａＮ井戸内の欠陥を抑制し、発光効率を高めることができる。
【０１４５】
　一方、井戸幅をＷ［ｎｍ］、電流密度をＪ［Ａ／ｃｍ2］とした場合、下記式が成り立
つときに、電流密度Ｊが負になる。
【数２５】

【０１４６】
　さらに、波長の温度係数が－０．０５～－０．０６［ｎｍ／Ｋ］となる井戸幅Ｗ［ｎｍ
］と電流密度Ｊ［Ａ／ｃｍ2］の範囲は、下記式で表される。
【数２６】
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【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本開示によれば、例えば、温度変化の激しい屋外での窒化物半導体発光素子の使用や、
温度上昇が大きい閉空間での使用に利用が可能となる。さらに、例えば、液晶ディスプレ
イ用光源や液晶プロジェクターなど、光源の波長変化を抑制する必要がある用途への応用
が可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
　３００　窒化物半導体発光チップ
　３０１　実装基板
　３０２　配線
　３０３　バンプ
　３０４　基板
　３０５　ｎ型窒化物半導体層
　３０６　窒化物半導体活性層
　３０７　ｐ型窒化物半導体層
　３０８　ｐ型電極
　３０９　ｎ型電極
　３１０　Ａｕワイヤ
　３１２　凹部
　３１３　実施形態１の窒化物半導体発光素子

【要約】
　本開示の窒化物半導体発光素子は、発光層を有する窒化物半導体発光素子であって、発
光層は、主面がｍ面であるＩｎxＧａ1-xＮ井戸層（０＜ｘ≦１）を含み、ＩｎxＧａ1-xＮ
井戸層におけるＩｎ組成比ｘの深さ方向プロファイル（ｄｅｐｔｈ ｐｒｏｆｉｌｅ）は
複数のピークを有しており、複数のピークのそれぞれにおけるＩｎ組成比ｘの値は異なっ
ている。
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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